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商標権侵害等を禁止するランハム法上の規定の 

域外適用を否定した米国連邦最高裁判所判決の紹介 

 

ABITRON AUSTRIA GMBH ET AL. 

v.  

HETRONIC INTERNATIONAL, INC. 

 

判決日 2023年６月 29日 

ALITO, THOMAS, GORSUCH, KAVANAUGH, JACKSON, 

SOTOMAYOR, ROBERTS, KAGAN and BARRETT, 

Supreme Court Judges 

 

1. 事案の概要（争点と結論） 

商標権侵害等を禁止するランハム法（Lanham Act）上の２つの民事責任規定 1114 条(1)(a)及び

1125 条(1)が、米国外における商標の使用行為に対して適用されるか否か（すなわち、同規定の域外適

用が許されるか否か）、が争点であった。米国連邦最高裁判所は、商標権侵害等を禁止するランハム法上

の２つの民事責任規定 1114 条(1)(a)及び 1125 条(1)の域外適用は許されず、同規定を米国外における

商標の使用行為に対して適用することは許されない、と結論付けた。 

 

2. 事案の背景 

本件は、米国企業 Hetronic Internatoinal, Inc.（以下、Hetronic）と Abitron Austria GmbH を

初めとする５つの外国企業と１人の外国の個人（以下、６者をまとめて Abitron）との間の商標権等侵

害訴訟である。Hetronic は同社製品（建設機器のリモコン）に商標を付して世界４５カ国以上で販売し

ている。Abitron は、当初、Hetronic からライセンスを受けた販売代理店であったが、リバースエンジ

ニアリングの後、本件訴訟に係る商標を含む Hetronic の知的財産の多くに対する権利を有するものと

主張し、第三者から仕入れた部品を含む製品に Hetronic の商標を付して販売を開始した。なお、Abitron

は、その殆どの製品を欧州において販売していたが、その一部を米国にも直接販売していた。 

Hetronic は、Abitron による米国及び外国における製品の販売が、商標権侵害を禁止するランハム

法上の２つの民事責任規定 1114 条(1)(a)及び 1125 条(1)に違反するものとして、オクラホマ州西部地

区連邦地方裁判所に提訴した。具体的には、Hetronic は、Abitron による全世界での侵害行為について

上記の２つの規定に基づき、損害賠償請求を行った。なお、ランハム法 1114 条(1)(a)は、混同のおそれ

のある登録商標の商業上の使用を禁止する規定であり、1125 条(1)は、登録の有無によらず、混同のお

それのある商標の商業上の使用を禁止する規定である。 

 

（参考：ランハム法 1114 条(1)(a)及び 1125 条(1)） 

『15 U.S. Code § 1114 - Remedies; infringement; innocent infringement by printers and 

publishers 

(1)Any person who shall, without the consent of the registrant— 
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(a)use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered 

mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or 

services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause 

mistake, or to deceive; … 

shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided…』 

（参考訳） 

『第 1114 条 救済手段；侵害；印刷業者及び出版社による悪意のない侵害 

(1) 何人も，登録人の承諾を得ないで， 

(a) 取引において，登録標章の複製，模倣，複写又はもっともらしい模造を商品又は役務の販売，販売

の申出，頒布又は広告に関連して使用し，その商品又は役務に付して若しくは関連しての当該使用が混

同又は錯誤を生じさせ若しくは欺瞞する虞がある場合；・・・ 

当該人は，次に規定する救済を求める登録人による民事訴訟において，その責めを負うものとする。・・・』 

 

『15 U.S. Code § 1125 - False designations of origin, false descriptions, and dilution 

forbidden 

(a)Civil action 

(1)Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, 

uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any 

false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading 

representation of fact, which— 

(A)is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, 

or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval 

of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or 

(B)in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, 

or geographic origin of his or her or another person’s goods, services, or commercial activities, 

shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be 

damaged by such act.』 

（参考訳） 

『第 1125 条 虚偽の原産地表示，虚偽の記述及び希釈の禁止 

(a) 民事訴訟 

(1) 何人も，取引において商品又は役務若しくは商品容器に付して又は関連して，語，用語，名称，記

号，図形又はそれらの結合若しくは虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示，事実についての虚偽の若

しくは誤認を生じさせる記述，事実についての虚偽の若しくは誤認を生じさせる表示を使用し，それが， 

(A) 当該人と他人との関連，関係又は連合について若しくは当該人の商品，役務又は商業活動に関する

出所若しくは他人による後援又は承認について，混同を生じさせ，誤認を生じさせ又は欺瞞する虞があ

るとき，若しくは 

(B) 商業広告又は販売促進において，当該人又は他人の商品，役務又は商業活動の性質，特徴，品質若

しくは原産地を不実表示しているとき， 

当該人は，当該行為によって被害を受けており又は受ける虞があると考える者による民事訴訟において

責めを負う。』 

 

3. 下級審の判断 

 

3.1 連邦地方裁判所の判断 

 

連邦地方裁判所において、Abitron は、ランハム法の域外適用は許容されるべきでない旨主張したも
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のの、地裁はその主張を認めず、ランハム法の域外適用を認めた。陪審は、Hetronic 商標の世界中での

使用に関して Abitron に対しおよそ 9,600 万ドルの損害を認定した。同損害の根拠となる販売には、

(i)Abitron の米国内における販売、(ii)最終的に米国に存在する製品の外国における販売、及び、(iii)米国

へと持ち込まれなかった製品の外国における販売、が含まれていた。また、地裁は、全世界における商

標使用について終局的差止（permanent injunction）も認めた。 

 

3.2 第 10 巡回区控訴裁判所の判断 

 

控訴審において、第 10 巡回区控訴裁判所は、国を限定することにより差止の範囲を狭めたものの、

地裁の判断を支持した。この判決を不服とする Abitron は、その後、最高裁判所へと上告受理の申し立

てを行い、連邦最高裁判所はこれを受理した。連邦最高裁判所は、上告受理の理由について、ランハム

法の域外適用に関する巡回区控訴裁判所間の判断の相違（Circuit split）を解決するためと述べている。 

 

4. 連邦最高裁判所の判断 

 

米国連邦最高裁判所は、商標権侵害等を禁止するランハム法上の２つの民事責任規定 1114 条(1)(a)

及び 1125 条(1)の域外適用を認めず、原判決を取消し、下級審へと差し戻しを行った。その理由は以下

である。 

 

4.1 最高裁判所の提示した規範 

 

連邦最高裁判所は、属地主義の原則に基づき域外適用を禁止する推定を明確にした上で、先例に基づ

き、ランハム法の域外適用に関する判断基準として、以下の「２段階フレームワーク」を提示した。 

 

＜２段階フレームワーク＞ 

(i) 規定が域外適用の性質をもつか（whether the statue is extraterritorial）、すなわち、問題とな

っている規定が「外国の行為にも適用される」べきであることを「議会が肯定的かつ明白に指示した

（Congress has affirmatively and unmistakably instructed）」か否かを判断する。 

(ii) 規定が域外適用の性質をもたない場合、訴訟が規定の（許容される）国内適用を求めているのか、

（許容されない）国外適用を求めているのかを判断する。具体的には、まず、問題となる規定の根底に

ある議会の関心の焦点を特定し、次に、その焦点に関連する行為が米国内で起きたか否かを判断する。 

 

4.2 当て嵌め 

 

連邦最高裁判所は、２段階フレームワークについて、以下のように判示した。 

 

(i)に関して、連邦最高裁判所は、ランハム法 1114 条(1)(a)および 1125 条(a)(1)のいずれもその規定

自体は域外適用の性質をもたないとした。この理由として、連邦最高裁判所は、ランハム法 1114 条

(1)(a)および 1125 条(a)(1)のいずれも、域外適用に関する明示的な記述がなく、記述がないにもかかわ

らず域外でも適用されるまれな規定の 1 つであることを示す明確な示唆もない、と認定した。また、ど

ちらの規定も保護される商標の商取引における使用が混同を引き起こす可能性がある場合の使用を単

に禁止しているのみである、と認定した。 

(ii)に関して、連邦最高裁判所は、両規定の文言と文脈に基づいて、議会の関心の焦点は「商取引にお

ける使用」であると認定し、「商取引における使用」が米国内で起きたか否かにより、同規定の対象行為

となるか否かを決すると認定した。 
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なお、本判決は、９名の最高裁判事の全会一致での判決である。ただし、少数意見として、

SOTOMAYOR 判事その他３名の判事は、ランハム法の焦点が被告の行為というより米国の消費者の混

同にあるとし、米国内で消費者が混同する可能性がある場合、ランハム法が外国で行われる行為にも及

ぶ、との意見を述べている。 

 

5. 考察 

 

本判決以前、連邦控訴裁判所の多くの巡回区において、商標権侵害を禁止するランハム法上の民事責

任規定の域外適用が認められていた。また、その基準は巡回区の間において相違していた。連邦最高裁

判所は、本判決により、同規定の域外適用が認められないことを明確化した。 

 本判決は、米国外での商標の使用が主となる者にとっては、無用な争いが抑制されるという意味にお

いて好ましい判決であると言える。一方、米国において既にブランドを確立している権利者の立場から

は注意が必要である。対策として、属地主義の原則に立ち戻り、ビジネスを行う国や地域毎に適切に商

標登録を行っていくことが今まで以上に重要になるものと考えられる。 

以上 


